
公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

国土交通省

Ｒ2荒川太郎右衛門地区自然再生検討業務
荒川上流河川事務所管内
R2.4.1～R3.3.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 荒川上流河川事務所長
藤本 雄介
埼玉県川越市新宿町3-12

令和2年4月1日
設計共同体
公益財団法人日本生態系協会 他1者
東京都豊島区西池袋2-30-20

6013305001887

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験などを含めた
技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型に準じたプロポーザル方式
（拡大型）により選定を行った。
　Ｒ２荒川太郎右衛門地区自然再生検討業務日水コン・日本生態系協会設計共同体は、技術提案
書をふまえ該当業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を行うものであ
る。

41,679,000 40,073,000 96.1% - 公財 国認定 2

本業務は、自然再生地の保全といった政策目的の達成のために必要な支出で
あるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の明確
化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める
取り組みを実施したことにより、複数者からの応札が実現していると考えられ、
点検の結果問題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

琵琶湖事業推進地域連携調査業務
滋賀県大津市黒津4-2-2
R2.4.3～R3.3.31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所長
堀田　伸之
滋賀県大津市黒津4-5-1

令和2年4月2日 公益財団法人河川財団
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、琵琶湖河川事務所の地域連携事業を推進するために、河川レンジャー活動、住民と行政
の連携、アクア琵琶湖案内ボランティア活動の支援を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　左記相手方は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、左記相手方と契約を行うものである。

21,538,000 21,373,000 99.2% - 公財 国認定 1

本業務は、地域連携事業を推進するといった政策目的の達成のために必要な
支出であり、参加条件等の見直し、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検
討を行うなど、競争性を高める取り組みを実施したが、一者応募となっているも
のである。今後は、契約準備期間の確保,業務内容の明確化、に取り組むなど
競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者応募の解消に取り組むもの
とする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

北陸管内港湾機能方策検討業務
－
R2.4.3～R3.3.26
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
北陸地方整備局次長
伊藤　博信
新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1

令和2年4月3日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
  本業務は、北陸管内の港湾を取り巻く現状や課題、国内外の社会・経済情勢や港湾施策の変化を
踏まえて整理し、今後取り組んでいく具体的な内容を示し、北陸管内の港湾の中長期の機能方策
を検討するものである。
　本業務の実施にあたっては、「北陸管内港湾の中長期における機能方策」を作成するために、北陸
管内港湾の現況特性等の把握及び課題の抽出といった管内の貨物動向等の専門的な知識を有
すること、また、北陸管内港湾における航路形成可能性及び北陸管内港湾の方向性と対応方策の
検討といった物流に関する高度な技術を要することから、簡易公募型プロポーザル方式による選定
を行った。
　公益社団法人日本港湾協会は、技術提案書及びヒアリングによる評価を行った結果、本業務に対
する最も優れた提案を行った者として特定された者である。
  よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、公益社団法人日本港湾協会と随意契約するもの
である。

35,724,647 34,782,000 97.4% - 公社 国認定 1

本業務は、北陸管内の港湾の中長期の機能方策検討といった政策目的の達成の
ために必要な支出であり、参加条件等の見直しを行うなど、競争性を高める取り組
みを実施したが、一者応募となっているものである。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が十分
に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

無

国土交通省

淀川生態環境調査解析業務
淀川河川事務所管内
R2.4.11～R3.3.31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 淀川河川事務所長
三戸 雅文
大阪府枚方市新町2-2-10

令和2年4月10日 公益財団法人河川財団
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、淀川において天然記念物であるイタセンパラや鵜殿ヨシ原など、多様な生態系を有する
環境の保全再生を目指しそれらの調査、解析をする。また、淀川環境委員会の資料作成及び運営
補助を行い、河川環境の保全に反映することを目的とする業務である。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　左記相手方は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、左記相手方と契約を行うものである。

55,044,000 54,934,000 99.8% - 公財 国認定 1

本業務は、淀川の環境を保全及び再生といった政策目的の達成のために必要
な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性
を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の
向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

淀川地域連携推進調査業務
淀川河川事務所管内
R2.4.14～R3.3.31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 淀川河川事務所長
三戸 雅文
大阪府枚方市新町2-2-10

令和2年4月13日 公益財団法人河川財団
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、淀川での地域連携における河川事業の推進のための地域連携方策のあり方についての
検討及び河川レンジャーの活動支援等を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　左記相手方は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、左記相手方と契約を行うものである。

81,961,000 81,939,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、地域連携事業を推進するといった政策目的の達成のために必要な
支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容
の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を
高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の向
上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

支出元府省

公益法人に対する随意契約の見直しの状況（公共工事）

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の役員

の数
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

様式６－２



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の役員

の数
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

国土交通省

令和２年度　吉野川流域生態系ネットワーク検討
業務
徳島河川国道事務所
R2.4.14～R3.2.28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
四国地方整備局　徳島河川国道事務所長
新宅 幸夫
徳島県徳島市上吉野町3-35

令和2年4月13日 公益財団法人日本生態系協会
東京都豊島区西池袋2-30-20

6013305001887

　本業務は、吉野川流域において、多様な主体が連携・協働し、コウノトリ・ツル類を指標とした生態
系ネットワークの形成による地域活性化及び経済振興の実現を図るための効果的方策の検討と取
組の推進を目的として設置された「吉野川流域コウノトリ・ツルの舞う生態系ネットワーク推進協議
会」に関する運営・補助等を実施するものである。
　本業務を遂行するためには、河川環境の評価の分析及び生態系ネットワーク検討について高度で
専門的な技術が要求されることから、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式による選定を行うものとした。
　公募により技術提案書の提出を求めたところ、１者からの提出があり、これを総合的に評価した結
果、求める技術内容等に合致し、最も優れた提案であると認められたため、左記業者を特定したもの
である。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を
行うものである。

14,993,000 14,993,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、吉野川流域の豊かな生態系形成といった政策目的の達成のために
必要な支出であり、参加条件等の見直し、業務内容の明確化、参入拡大を前
提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める取り組みを実施し
たが、一者応募となっているものである。今後は、契約準備期間の確保に取り
組むなど競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者応募の解消に取り
組むものとする。なお、本業務は令和３年度に終了する事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

Ｒ２利根川上流管内維持管理方策検討業務
利根川上流河川事務所管内
R2.4.16～R3.3.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 利根川上流河川事務所長
三橋 さゆり
埼玉県久喜市栗橋北2-19-1

令和2年4月15日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他1者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、利根川上流管内の堤防等河川管理施設の点検補助及び点検結果の分析評価を行うと
共に、河川維持管理業務の実施状況を確認し、現状の課題抽出、業務効率化・省力化の検討及び
河川管理レポートの作成を行うものである。さらに、過年度までに実施してきた堤防植生管理の状況
について、モニタリング調査を実施し、結果を整理することにより、河川維持管理の品質向上を目的
とするものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、利根川上流管内おける河
川管理業務を効率的に実施するための手法の検討に関する技術提案を求め、簡易公募型（拡大
型）プロポーザル方式により選定を行った。
　Ｒ２利根川下流管内維持管理方策検討業務河川財団・エコー設計共同体は、技術提案書をふま
え、当該業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を行うものである。

33,220,000 33,165,000 99.8% - 公財 国認定 1

本業務は、河川管理における維持修繕といった政策目的の達成のために必要
な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性
を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の
向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

令和２年度京浜管内河川管理施設監理検討業務
京浜河川事務所管内
R2.4.16～R3.3.25
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 京浜河川事務所長
渋谷 慎一
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1

令和2年4月15日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他1者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、京浜河川事務所において管理する河川について、令和元年台風第19号出水後の河川
維持管理対応状況、堤防点検や河川巡視業務の効率化などを踏まえ、適切かつ適正に河川維持管
理業務を遂行することを目的とし、堤防等の河川管理施設点検評価や河川巡視結果などを分析する
とともに、補修が必要な箇所の対策工法について検討するものである。
　本業務をを遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術者の経験及び能力、
実施方針、実施フロー、特定テーマなどを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確
保される簡易公募型（拡大型）プロポーザル方式に準じた方式（総合評価型）により選定を行った。
　令和2年度京浜管内河川管理施設監理検討業務河川財団・オリエンタルコンサルタンツ設計共同
体は、技術提案書をふまえ当該業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を
行うものである。

38,731,000 38,720,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、河川管理における維持修繕といった政策目的の達成のために必要
な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性
を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の
向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

Ｒ２鬼怒川・小貝川河川管理施設監理検討業務
下館河川事務所管内
R2.4.17～R3.2.28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 下館河川事務所長
工藤 美紀男
茨城県筑西市二木成1753

令和2年4月16日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他2者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川監理施設や
河道の点検結果等の状態把握結果を基に変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理
に与える影響について検討し、河川が有すべき機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施す
るための修繕計画等の基礎資料について取りまとめを行うものである。また、近年求められているコ
スト縮減や省力化に配慮した鬼怒川及び小貝川の適切な河川管理に資するため、堤防の除草及び
養生手法等の検討や河道内の樹木管理計画の検討等を行い、今後の下館河川事務所管内におけ
る河川の維持管理体系の構築のためのとりまとめを目的とするものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術力や経験を必要とすることから、業務経験、知識、専門技
術力などを含めた技術提案を求め、簡易公募型プロポーザル方式により選定を行った。
　Ｒ２鬼怒川・小貝川河川管理施設監理検討業務河川財団・エコー・建設技術研究所設計共同体
は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実施するのに適
切と認められたため、左記業者と随意契約を行うものである。

36,883,000 36,850,000 99.9% - 公財 国認定 1

本業務は、河川管理における維持修繕といった政策目的の達成のために必要
な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性
を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の
向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

千歳川流域生態系ネットワーク推進方策検討業
務
北海道夕張郡長沼町ほか
R2.4.18～R3.3.19
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
北海道開発局 札幌開発建設部長
鈴木 亘
北海道札幌市中央区北2条西19

令和2年4月17日 公益財団法人日本生態系協会
東京都豊島区西池袋2-30-20

6013305001887

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３項
本業務は企業や技術者に高度な知識と構想力、応用力が求められる検討業務であるため、技術提
案の内容と企業や技術者の能力を総合的に評価する総合評価型プロポーザル方式により、技術提
案を求めたテーマ「石狩川流域を対象とした生態系ネットワーク形成の検討を進める上で考慮すべき
事項について」に対して総合的に高い評価を得た者を特定した。
（公募）

17,985,000 17,985,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、広域的な生態系ネットワーク形成といった政策目的の達成のために
必要な支出であり、参加条件等の見直し、業務内容の明確化、参入拡大を前
提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める取り組みを実施し
たが、一者応募となっているものである。今後は、契約準備期間の確保に取り
組むなど競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者応募の解消に取り
組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有
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国土交通省

Ｒ２荒川上流事業調整検討業務
荒川上流河川事務所管内
R2.4.22～R3.3.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 荒川上流河川事務所長
藤本 雄介
埼玉県川越市新宿町3-12

令和2年4月21日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他1者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、荒川上流河川事務所管内における治水事業に係る関係機関及び関係者等との調整を
円滑に進めるため、事業展開の検討等を行うものである。また、荒川水系河川整備計画の変更等に
おける資料作成及び会議の補助を行うものである。
　本業務の履行にあたっては、荒川上流河川事務所管内の治水事業の事業展開を検討するにあた
り、多岐にわたる検討項目及び調整事項があるため、高度な知識や専門的な技術、経験が要求され
ることから、提出された技術提案に基づき仕様を作成することで最も優れた成果を期待できる簡易公
募型プロポーザル方式により契約手続きを実施したものである。
　Ｒ２荒川上流事業調整検討業務河川財団・パシフィックコンサルタンツ設計共同体は、技術提案書
を踏まえ当該業務を実施するのに適切であると認められたため、左記業者と随意契約を行うもので
ある。

18,117,000 18,117,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、治水事業における関係機関との連携といった政策目的の達成のた
めに必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確
保、業務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うな
ど、競争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き
透明性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

Ｒ２利根川下流部自然再生検討業務
利根川下流河川事務所管内
R2.4.22～R3.3.19
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 利根川下流河川事務所長
大谷 悟
千葉県香取市佐原イ4149

令和2年4月21日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他2者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、利根川下流部自然再生計画（平成２５年３月）等に基づき、利根川下流部において多様
な生物の生息・生育が可能な河川環境を保全・再生するために、自然再生整備の調査・検討を行う
ものである。また、「佐原広域交流拠点ＰＦＩ事業」により湿地ゾーンとして整備した箇所のモニタリング
調査を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、簡易公募型プロポーザル方式により選定を行った。
　Ｒ２利根川下流部自然再生検討業務エコー・河川財団・日水コン設計共同体は、技術提案書をふ
まえ、当該業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を行うものである。

36,960,000 36,905,000 99.9% - 公財 国認定 1

本業務は、河川環境の保全・創出の検討といった政策目的の達成のために必
要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務
内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争
性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性
の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

Ｒ２渡良瀬川河川管理施設監理検討業務
渡良瀬川河川事務所
R2.4.22～R3.3.31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所長
塚本 一三
栃木県足利市田中町661-3

令和2年4月21日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他1者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や
河道の点検結果等の状態把握結果を基に変状等を評価し、変状等が遂行する可能性や河川管理
に与える影響について検討し、河川が有すべき機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施す
るための修繕計画等の基礎資料について取りまとめ等を行うものである。
　本業務をを遂行するにあたっては、高度な技術や経験を必要とすることから、業務の実施方針及び
特定テーマに関する提案などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される
簡易公募型（拡大型）プロポーザル方式（総合評価型）により選定を行った。
　Ｒ２渡良瀬河川管理施設監理検討業務河川財団・東京建設コンサルタント設計共同体は、技術提
案書をふまえ当該業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を行うものであ
る。

48,675,000 48,664,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、河川管理における維持修繕といった政策目的の達成のために必要
な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性
を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の
向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

Ｒ2渡良瀬遊水地周辺利活用等検討業務
利根川上流河川事務所管内
R2.4.23～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 利根川上流河川事務所長
三橋　さゆり
埼玉県久喜市栗橋北2-19-1

令和2年4月22日 公益財団法人日本生態系協会
東京都豊島区西池袋2-30-20

6013305001887

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、渡良瀬遊水地エリアエコロジカル・ネットワークの推進に向けた取組の実施、従前より開
催している渡良瀬遊水地保全・利活用協議会及び２つの合同部会の目的達成に必要な資料を作成
し、湿地保全や地域振興に向けた検討を行うものである。
また利根大堰周辺地区において動植物の生息状況から治水と環境について検討するものである。
本業務を遂行するためには、高度な知識や経験を必要とすることから、渡良瀬遊水地エリアエコロジ
カル・ネットワーク推進に向けた検討手法について技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が
確保される簡易型プロポーザル方式により選定を行った。
公益財団法人日本生態系協会は、技術提案書をふまえ当該業務を実施するのにふさわしい業者で
あり、左記業者と契約を行うものである。

17,996,000 17,996,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、生態系ネットワークの形成といった政策目的の達成のために必要な
支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容
の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を
高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の向
上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

Ｒ２荒川上流管内河川管理施設監理検討業務
荒川上流河川事務所管内
R2.4.23～R3.3.31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 荒川上流河川事務所長
藤本 雄介
埼玉県川越市新宿町3-12

令和2年4月22日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他2者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行するため、既往の堤防点検評価、巡視結果など
を踏まえ、今年度の堤防点検評価の検討及び効率的かつ効果的な修繕を実施するため対策工法に
ついて検討を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、実施方針、実施フロー、工
程計画、その他、特定テーマに関する提案などを含めた技術提案を求め、簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式（拡大型）より選定が行われた。
　Ｒ２荒川上流管内河川管理施設監理検討業務河川財団・東京建設コンサルタント・関東建設設計
共同体は、技術提案書において総合的に優れた提案を行った業者であり、当該業務を実施するのに
適切であると認められたため、左記業者と随意契約を行うものである。

28,215,000 27,940,000 99.0% - 公財 国認定 1

本業務は、河川管理における維持修繕といった政策目的の達成のために必要
な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性
を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の
向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

Ｒ２霞ヶ浦水環境対策検討業務
霞ヶ浦河川事務所管内
R2.4.23～R3.3.25
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所長
須藤 純一
茨城県潮来市潮来3510

令和2年4月22日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他1者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む体制などを含めた
技術提案を求め、簡易公募型プロポーザル方式により選定を行った。
　Ｒ２霞ヶ浦水環境対策検討業務河川財団・日水コン設計共同体は、技術提案書をふまえ当該業務
を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を行うものである。

32,626,000 32,626,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、霞ヶ浦の水環境対策検討といった政策目的の達成のために必要な
支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容
の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を
高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の向
上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の役員

の数
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

国土交通省

Ｒ２江戸川管内河川管理施設監理検討業務
江戸川河川事務所管内
R2.4.24～R3.3.30
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 江戸川河川事務所長
岩見 洋一
千葉県野田市宮崎134

令和2年4月23日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他2者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的とし、堤防等河川管理施設や河
道の点検結果等の状態把握結果を基に変状等を評価し、変状等が遂行する可能性や河川管理に
与える影響を検討し、河川が有すべき機能確保に必要な修繕を効率的・効果的に実施する修繕計
画等の基礎資料の取りまとめを行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、「こまめ除草における堤防
植生調査、モニタリング調査に関する検討方法について」などを含めた技術提案を求め、簡易公募
型（拡大型）プロポーザル方式（総合評価型）により選定を行った。
　Ｒ２江戸川管内河川管理施設監理検討業務河川財団・キタック・日本工営設計共同体は、技術提
案書をふまえ当該業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を行うものであ
る。

33,583,000 33,583,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、河川管理における維持修繕といった政策目的の達成のために必要
な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性
を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の
向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

Ｒ２鬼怒川・小貝川事業計画検討業務
下館河川事務所管内
R2.5.12～R3.3.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 下館河川事務所長
工藤 美紀男
茨城県筑西市二木成1753

令和2年5月11日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他1者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、鬼怒川緊急対策プロジェクト区間を含む鬼怒川及び小貝川の河川整備状況を整理し、
河川整備計画に位置づけられた事業の整備手法等における検討を行い、事業監理の基礎資料とす
るものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術力や経験を必要とすることから、業務経験、知識、専門技
術力などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　Ｒ２鬼怒川・小貝川事業計画検討業務河川財団・パシフィックコンサルタンツ設計共同体は、技術
提案書をふまえ、当該業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を行うもの
である。

25,795,000 25,795,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、河川整備手法の検討資料の作成といった政策目的の達成のために
必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業
務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競
争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明
性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

まちづくりと連携した川づくりの推進に関する調査
検討業務
北海道札幌市
R2.5.16～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
北海道開発局 開発監理部長
松浦 明
北海道札幌市北区北8条西2

令和2年5月15日 公益財団法人リバーフロント研究所
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
かわまちづくり支援制度を創設後、約１０年が経過し全国各地で進めているところである。本業務は、
まち空間と河川の公共空間を活用したエリアマネジメントを行い、効果をさらに高めるかわまちづくり
を推進するため、既存制度の課題を試行調査等の結果を踏まえ検討し、課題解決に向けた検討を
行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度で専門的な技術が要求されることから公平性、透明性及び客観
性が確保される簡易公募型プロポーザル方式を採用し選定を行った結果、左記リバーフロント研究
所が技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実施するのに
適切と認められたため、左記業者と契約を行うものである。
（公募）

25,729,000 25,685,000 99.8% - 公財 国認定 1 連名契約

本業務は、かわまちづくりを推進するといった政策目的の達成のために必要な
支出であり、参加条件等の見直し、業務内容の明確化を行うなど、競争性を高
める取り組みを実施したが、一者応募となっているものである。なお、本業務は
令和２年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

琵琶湖河川事務所管内河川管理施設監理検討
業務
滋賀県大津市黒津4-5-1
R2.5.20～R3.2.25
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所長
堀田　伸之
滋賀県大津市黒津4-5-1

令和2年5月19日
設計共同体
公益財団法人河川財団　他1者
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河
道の点検結果等の状態把握結果をもとに変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理に
与える影響について検討し、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的
に実施するための修繕計画等の作成を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　左記相手方は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、左記相手方と契約を行うものである。

11,682,000 11,682,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、河川の適切かつ適正な維持管理といった政策目的の達成のために
必要な支出であり、参加条件等の見直し、業務内容の明確化、参入拡大を前
提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める取り組みを実施し
たが、一者応募となっているものである。今後は、契約準備期間の確保に取り
組むなど競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者応募の解消に取り
組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

Ｒ1荒川下流沿川整備推進方策検討業務
荒川下流河川事務所管内
R2.5.27～R3.3.31
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 荒川下流河川事務所長
荒川　泰二
東京都北区志茂5-41-1

令和2年5月26日 公益財団法人リバーフロント研究所
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
荒川下流沿川において、施設の能力を大幅に上回る極めて大規模な洪水が発生した場合であって
も堤防決壊による壊滅的な被害の防止及び浸水発生時の被害軽減を行うことが重要である。
　本業務は、都市部における浸水被害軽減方策検討を行うとともに高規格堤防整備における更なる
民間事業者との連携方策検討を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから「同種又は類似業務の実
績」、「配置予定管理技術者の資格、経歴、優良業務、手持ち業務の状況」、「当該業務の実施体制
（再委託又は技術協力の予定も含む）」、「業務の実施方針及び手法」、「特定テーマ」などを含めた
技術提案を求め、簡易公募型プロポーザル方式により選定を行った。
　（公益社団法人）リバーフロント研究所は、技術提案書をふまえ当該業務を実施するのに適切とみ
とめられたため、左記業者と随意契約を行うものである。

31,383,000 31,020,000 98.8% - 公財 国認定 1

本業務は、水被害の軽減といった政策目的の達成のために必要な支出である
が、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の明確化、
参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める取り
組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の向上に努める
など一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の役員

の数
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

国土交通省

Ｒ２利根川下流管内河川管理施設監理検討業務
利根川下流河川事務所管内
R2.5.28～R3.3.20
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 利根川下流河川事務所長
大谷 悟
千葉県香取市佐原イ4149

令和2年5月27日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他1者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務は、利根川下流部の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管
理施設の状態を目視を主体とした点検により把握後、得られた点検結果を基に変状等を評価すると
ともに、変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響について検討し、河川管理施設が所要
の機能を確保するために必要な修繕等を効率的・効果的に実施するための修繕計画等について取
りまとめるものである。また、巡視結果等を収集・分析し、治水上支障があると考えられる重要な事案
を抽出し取りまとめ、河川管理を実施するにあたってのモニタリング計画（案）の作成を行うものであ
る。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、簡易公募型プロポーザル方式（拡大型）により選定を行った。
　Ｒ２利根川下流管内河川管理施設監理検討業務河川財団・建設技術研究所設計共同体は、技術
提案書をふまえ、当該業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を行うもの
である。

20,251,000 20,251,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、河川管理における維持修繕といった政策目的の達成のために必要
な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性
を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の
向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

復興・創生期間後の東北地方の港湾の将来像検
討業務
－
R2.6.4～R3.3.25
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
東北地方整備局副局長
川上 泰司
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1

令和2年6月4日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
東北地方では、東日本大震災からの復旧・復興に向けて、令和２年度までの復興・創生期間におい
て、港湾や道路等の復旧・復興事業に取り組んでいる。こうした取り組みもあり、東北地方の地域経
済において、民間企業の新たな立地や港湾貨物量増加など一定の効果が現れている。さらに、ク
ルーズ客船の寄港回数の増加による地域経済の活性化やみなとオアシスを中心とした地域の賑わ
いの形成といった新たな取り組みが進められている。
本業務は、復興・創生期間後の令和３年度以降を見据えて、平成27年３月に策定した「東北港湾ビ
ジョン」に対する進捗・課題や最近の港湾情勢を把握し、さらに平成30年に公表された港湾の中長期
政策「PORT2030」を参考に、各港の役割分担を踏まえた東北地方の港湾の将来像に関する検討を
行うものである。
本業務の契約手続きとしては、「プロポーザル方式」を採用することとし、公募により参加表明があっ
た者で資格を満たした者から技術提案書を求め、「配置予定管理技術者の経験及び能力」「業務実
施方針及び実施フロー等」及び「特定テーマに対する技術提案」について、提出された技術提案書の
記載内容により評価を行った。
審査の結果、公益社団法人日本港湾協会を契約の相手方として特定した。
よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、公益社団法人日本港湾協会と随意契約を行うものであ
る。

16,961,074 16,885,000 99.6% - 公社 国認定 2

本業務は、東北港湾の将来像の検討といった政策目的の達成のために必要な
支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容
の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を
高める取り組みを実施したことにより、複数者からの応募が実現していると考え
られ、点検の結果問題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

無

国土交通省

Ｒ２久慈川・那珂川河川管理施設監理検討業務
常陸河川国道事務所管内
R2.6.5～R3.3.29
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 常陸河川国道事務所長
原田 昌直
茨城県水戸市千波町1962-2

令和2年6月4日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他2者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務を遂行するためには、高度な技術力や経験を必要とすることから、業務経験、知識、専門技
術力などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　Ｒ２久慈川・那珂川河川管理施設監理検討業務河川財団・エコー・日水コン設計共同体は、技術提
案書において総合的に優れ提案を行ったものであり、当該業務を実施するのに適切と認められたた
め、左記業者と随意契約を行うものである。

38,423,000 38,379,000 99.9% - 公財 国認定 1

本業務は、河川管理施設の維持管理といった政策目的の達成のために必要な
支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容
の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を
高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の向
上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

令和２年度　四万十川流域生態系ネットワーク検
討業務
中村河川国道事務所
R2.6.9～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
四国地方整備局　中村河川国道事務所長
伊賀　達也
高知県四万十市右山2033-14

令和2年6月8日 公益財団法人日本生態系協会
東京都豊島区西池袋2-30-20

6013305001887

　本業務は、四万十川流域生態系ネットワークにおける全体構想、取組目標の整理・取りまとめを行
い、具体的取組に向けた提案・活動補助及び協議会等の運営、資料作成を行うものである。
　業務を遂行するためには、四万十川流域における生態系ネットワークを基軸とした地域活性化につ
いて、高度で専門的な知識と技術が要求されることから、公平性、透明性及び客観性が確保される
簡易公募型プロポーザル方式による選定を行うものとした。
　公募により技術提案書の提出を求めたところ２者からの提出があり、これを総合的に評価した結
果、求める業務内容等に合致した優れた提案であると認められた左記業者を特定したものである。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を
行うものである。

20,570,000 20,526,000 99.8% - 公財 国認定 2

本業務は、河川改修や環境整備といった政策目的の達成のために必要な支出
であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の明
確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高め
る取り組みを実施したことにより、複数者からの応札が実現していると考えら
れ、点検の結果問題はない。
なお、本事業は令和２年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

円山川河川管理施設監理検討業務
豊岡河川国道事務所管内
R2.6.17～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長
中川　圭正
兵庫県豊岡市幸町10-3

令和2年6月16日
設計共同体
公益財団法人河川財団　他1者
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河
道の点検結果等の状態把握結果をもとに変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理に
与える影響について検討し、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的
に実施するための修繕計画等の検討を行うものである。また、巡視結果を収集・分析し、重要な事案
を抽出しとりまとめ河川管理を実施するにあたってのモニタリング計画等の作成を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　左記相手方は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、左記相手方と契約を行うものである。

30,195,000 30,173,000 99.9% - 公財 国認定 1

本業務は、河川の適切かつ適正な維持管理といった政策目的の達成のために
必要な支出であり、参加条件等の見直し、業務内容の明確化、参入拡大を前
提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める取り組みを実施し
たが、一者応募となっているものである。今後は、契約準備期間の確保に取り
組むなど競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者応募の解消に取り
組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無
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国土交通省

令和２年度　四国圏域生態系ネットワーク検討業
務
河川部
R2.6.19～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
四国地方整備局長
小林　稔
香川県高松市サンポート3-33

令和2年6月18日 公益財団法人日本生態系協会
東京都豊島区西池袋2-30-20

6013305001887

　本業務は、水辺生態系の最上位に位置し、魅力的な地域づくりのシンボルとしてアピール性の高い
コウノトリ・ツル類等を広域指標とした四国圏域を対象とする生態系ネットワークの形成を目指すにあ
たり、効果的な展開方策の検討を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度で専門的な技術が要求されることから公平性、透明性及び客観
性が確保される簡易公募型プロポーザル方式による選定を行うこととした。
　公募により技術提案書の提出を求めたところ1 社から提案があり、総合的に評価した結果、求める
業務内容等に合致し、優れた提案を行ったと認められた左記業者を特定したものである。
　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を
行うものである。

10,736,000 10,175,000 94.8% - 公財 国認定 1

本業務は、四国圏域の豊かな生態系形成といった政策目的の達成のために必
要な支出であり、参加条件等の見直し、業務内容の明確化、を行うなど、競争
性を高める取り組みを実施したが、一者応募となっているものである。なお、本
業務は令和２年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

河川空間の利活用促進に関する調査検討業務
東北地方整備局
R2.6.23～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
東北地方整備局長
佐藤　克英
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1

令和2年6月22日 公益財団法人リバーフロント研究所
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務を遂行するにあたっては、全国各地で実施されているかわまちづくりの継続的な利活用を促
進するために必要な支援方策等を検討する上で、幅広い知識や経験が必要不可欠であることから、
技術提案を求める評価テーマを設定し、簡易公募型プロポーザル方式により評価を行い、本業務を
履行するに十分な技術力と能力が認められた者と契約を締結した。

24,024,000 23,980,000 99.8% - 公財 国認定 1 連名契約

本業務は、河川空間の利活用促進といった政策目的の達成のために必要な支
出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の
明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高
める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の向上
に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
なお、本業務は令和２年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

Ｒ２河川維持管理技術の高度化等検討業務
関東技術事務所
R2.6.27～R3.3.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 関東技術事務所長
高津 知司
千葉県松戸市五香西6-12-1

令和2年6月26日
設計共同体
公益財団法人河川財団 他2者
東京都中央区日本橋小伝馬11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務をを遂行するにためには、高度な技術・経験を必要とすることから、技術力、経験、実施方針
などを含めた技術提案を求め、簡易公募型プロポーザル方式により選定を行った。
　Ｒ２河川維持管理技術の高度化等検討業務河川財団・パスコ・八千代エンジニアリング設計共同
体は、技術提案書をふまえ当該業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を
行うものである。

24,805,000 24,783,000 99.9% - 公財 国認定 1

本業務は、高度な河川維持管理技術方法の検討といった政策目的の達成のた
めに必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確
保、業務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うな
ど、競争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き
透明性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和2年度林産品輸出港湾の高度化検討業務
－
R2.7.9～R3.2.16
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
九州地方整備局副局長
遠藤　仁彦
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7

令和2年7月9日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第29条の3第4項
本業務を実施するにあたり、国内及び諸外国も含めた林産品の港湾物流における知識は基より、林
産品を輸出する港湾の輸送効率化等に向けた高度化を検討することが必要なため、受注業者に対
しては、１．予定技術者の経験および能力（技術者資格、業務執行技術力等）、２．業務実施方針（業
務理解度、業務実施手順等）、３．特定テーマに対する技術提案（的確性、実現性）等の観点からプ
ロポーザルの提出を求めたものである。
　建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、公益社団法人日本港湾協会が最適であ
ると判断されることから、上記業者と会計法第２９条の３第４項に基づき随意契約を行い業務の円滑
な遂行を図るものとする。

14,968,783 14,960,000 99.9% - 公社 国認定 1

本業務は、南海ﾄﾗﾌ地震を想定した包括的災害協定団体等との連携といった政
策目的の達成のために必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契
約準備期間の確保、業務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内
容の検討を行うなど、競争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問
題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

有

国土交通省
北陸管内みなとカメラ検討業務
令和2年7月10日～令和3年8月31日
建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等

支出負担行為担当官
北陸地方整備局次長
伊藤　博信
新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1

令和2年7月10日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項

　本業務は、伏木富山港、金沢港及び輪島港のみなとカメラの更新を目的として、みなとカメラの配
置、機器仕様、付帯設備等の検討を行うものである。また、新潟港のみなとカメラについて、既往の
配置検討結果を基に資料作成(詳細設計)を行うものである。
　みなとカメラは、港湾等における直轄工事の施工管理は元より、国有財産の管理や利用状況の確
認、災害時におけるリアルタイムな状況把握等に幅広く活用するものであり、みなとカメラの配置検
討については、港湾特有の制約条件を勘案の上、事業計画及び港湾計画等を踏まえて視認対象施
設、監視内容を設定し、将来に亘り効果的な運用が可能な配置を検討する必要があるなど、高度な
知見を要する。また、機器仕様等の検討に当たっては、みなとカメラの設置目的に適った性能・機能
並びに経済性、調達性及び耐久性等を総合的に勘案した検討を行うための専門的な知識を要する
ことから、簡易公募型プロポーザル方式による選定を行った。
　公益社団法人日本港湾協会は、技術提案書及びヒアリングによる評価を行った結果、本業務に対
する最も優れた提案を行った者として特定された者である。
　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、公益社団法人日本港湾協会と随意契約するもの
である。

56,532,554 50,710,000 89.7% - 公社 国認定 2

本業務は、直轄工事の施工管理の把握といった政策目的の達成のために必要な
支出であるが、参加条件等の見直しなど、競争性を高める取り組みを実施したことに
より、複数者からの応募が実現していると考えられ、点検の結果問題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が十分
に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

無

国土交通省

岩木川生態系ネットワーク形成検討業務
青森河川国道事務所
R2.7.14～R3.2.15
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
東北地方整備局　青森河川国道事務所長
一戸　欣也
青森県青森市中央3-20-38

令和2年7月13日 公益財団法人日本生態系協会
東京都豊島区西池袋2-30-20

6013305001887

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務の履行にあたっては、生態系ネットワーク形成に関して熟知しているとともに、高度な知識と
豊かな経験が必要不可欠であることから、簡易公募型プロポーザル方式により技術提案書の提出を
求めたところ、技術提案書の提出があった他者に比べて岩木川流域の特徴を具体的に示し、生態系
と流域の関係・人々の取組と生態系の関係についての着眼点の有効性が非常に高く、実施方針並
びに評価テーマにおいて適確な提案を行った左記の者を契約の相手方として特定した。

12,749,000 11,957,000 93.8% - 公財 国認定 1

本業務は、第二次国土形成計画（H27.8.14閣議決定）における「生態系ネット
ワークの形成を推進する」といった政策目的の達成のために必要な支出である
が、今後は、参入要件等の見直しに取り組むなど競争性を高める見直しを実施
することとし、一者応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無
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契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

国土交通省

堤防植生等維持管理効率化対策効果検証業務
大阪府枚方市山田池北町11-1
R2.7.18～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　近畿技術事務所長
達家　養浩
大阪府枚方市山田池北町11-1

令和2年7月17日
設計共同体
公益財団法人河川財団　他１者
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
　本業務は、近畿地方整備局が管理する堤防の機能を効率的に維持するための方策について、堤
防の低草丈草種への植生転換や河道内樹木の減勢試行の検証等を通じて、とりまとめることを目的
とするものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　左記相手方は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、左記相手方と契約を行うものである。

37,301,000 37,004,000 99.2% - 公財 国認定 1

本業務は、植生管理による河川管理施設の維持といった政策目的の達成のた
めに必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確
保、業務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うな
ど、競争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き
透明性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和２年度　木曽川上流河川維持管理技術資料
検討業務
R2.7.21～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　木曽川上流河川事務所長
髙橋　裕輔
岐阜県岐阜市忠節町5-1

令和2年7月20日
設計共同体
公益財団法人河川財団　他1者
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第29条の3第4項
　予算決算及び会計令第102条の4第3号
　本業務は、木曽川上流管内に精通した河川維持管理技術者の養成に資する講習テキストの作成
及び現場研修の実施に向けた基礎情報の収集と研修の実施方法について検討を行うものである。
　左記業者は、企画提案書の提出があった２者のうち、企業及び配置予定技術者の実績・信頼度、
業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案について、総合的に評価を行った結果、求め
る業務内容等に合致し最も優れていることから特定したものである。

16,225,000 15,950,000 98.3% - 公財 国認定 2

本業務は、木曽川上流管内に精通した河川維持管理技術者の養成に資する講
習テキストの作成及び現場研修の実施に向けた基礎情報の収集と研修の実施
といった政策目的の達成のために必要な支出であるが、競争性を高める取り組
みを実施したことにより、複数者からの応札が実現していると考えられ、点検の
結果問題はない。
なお、本業務は令和２年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

横浜港新本牧地区船舶航行安全検討業務
-
R2.7.22～R3.2.19
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局　京浜港湾事務所長
和田　匡央
横浜市西区みなとみらい6-3-7

令和2年7月22日 公益社団法人東京湾海難防止協会
神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1

1020005009686

会計法第２９条の３第４項
本業務は、横浜港新本牧ふ頭地区整備事業の施工に伴い、周辺海域を航行する船舶に及ぼす影
響及び船舶航行の安全確保に必要な対策について、学識経験者、海事関係者並びに関係官公庁
等で構成する委員会を設置し検討するものである。
本業務を適切に実施するためには、横浜港本牧ふ頭周辺における船舶交通の特性に精通している
ことが必要であり、総合的な航行安全対策の検討を念頭においたとりまとめが要求される。
また、これらの調査・検討にあたっては専門業者のノウハウを基に行うことで、より効果的な成果を得
ることができる技術提案を求め、仕様書に提案を反映し、本業務を遂行することにより、最も優れた
成果が期待出来る。
したがって、簡易公募型プロポーザル方式により、発注する事とした。
公益社団法人 東京湾海難防止協会は、本業務実施に係る総合評価型プロポーザル方式により提
出された技術提案書及びヒアリング内容を建設コンサルタント等選定委員会において評価検討した
結果、予定管理技術者の経験及び能力、実施方針及び特定テーマに対する技術提案等の項目にお
いて優れた技術提案を行った業者である。
よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 公益社団法人 東京湾海難防止協会 と随意契約
するものである。

12,093,911 12,056,000 99.7% - 公社 国認定 1

本業務は、工事に伴う船舶への影響・安全確保といった政策目的の達成のた
めに必要な支出であり、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保な
ど、競争性を高める取り組みを実施したが、一者応募となっているものである。
今後は、業務内容の更なる明確化の検討、参入拡大を前提とした適切な業務
内容の検討に取り組むなど競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者
応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

四国の海上における南海トラフ地震対策検討業
務
－
R2.7.27～R3.2.26
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
四国地方整備局次長
池田 直太
香川県高松市サンポート3-33

令和2年7月27日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の継続計画」（以下、広域海上ＢＣ
Ｐという。）及び「緊急確保航路等航路啓開計画」の実効性を高めるため、課題や検討事項を取りま
とめるとともに、訓練・検討会等を開催し、計画の更新及び今後の方策等の検討を行うものである。
簡易公募型プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価した結果、最も優れ
ていると評価された者を契約の相手方として特定したため、左記業者と随意契約を行うものである。
（簡易公募型プロポーザル）

18,514,456 17,930,000 96.8% - 公社 国認定 1

本業務は、南海トラフ地震海上輸送継続計画といった政策目的の達成のため
に必要な支出であり、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、参入
拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める取り組み
を実施したが、一者応募となっているものである。今後は、業務内容の更なる明
確化の検討など競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者応募の解
消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務
－
R2.7.28～R3.3.19
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
東北地方整備局副局長
多田　智
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1

令和2年7月28日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、大規模災害発生時において、管内の港湾が連携し断続的な港湾機能を確保するため
に策定した「東北広域港湾BCP」の実効性を高めるため、訓練実施計画の策定、訓練の実施、訓練
結果（課題）を整理し、実効性向上の検討を行うものである。
　また、本業務の検討結果にについて議論する協議会を開催し、その運営、説明資料の作成、議事
録や結果の対応に関するとりまとめを行うものである。
　本業務の契約手続きとしては、「プロポーザル方式」を採用することとし、公募により参加表明が
あった者で資格を満たした者から技術提案書を求め、「配置予定管理技術者の経験及び能力」「業
務実施方針及び実施フロー等」及び「特定テーマに対する技術提案」について、提出された技術提案
書の記載内容により評価を行った。
　審査の結果、公益社団法人日本港湾協会を契約の相手方として特定した。
　よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、公益社団法人日本港湾協会と随意契約を行うもので
ある。

13,803,732 13,750,000 99.6% - 公社 国認定 1

本業務は、港湾BCPの更なる実効性向上といった政策目的の達成のために必
要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務
内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争
性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性
の向上に努めるなど一者応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有
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国土交通省

Ｒ２高規格堤防と連携した高台まちづくり整備に関
する検討業務
関東地方整備局
R2.7.29～R3.3.26
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
土井 弘次
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

令和2年7月28日
設計共同体
公益財団法人リバーフロント研究所 他1社
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
　本業務をを遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨
む体制などを含めた技術提案を求め、簡易公募型プロポーザル方式に準じた方式により選定を行っ
た。
　R２高規格堤防と連携した高台まちづくり整備に関する検討業務リバーフロント研究所・八千代エン
ジニヤリング設計共同体は、技術提案書をふまえ当該業務を実施するのに適切と認められたため、
左記業者と随意契約を行うものである。

39,204,000 39,105,000 99.7% - 公財 国認定 1 連名契約

本業務は、高規格堤防におけるまちづくりといった政策目的の達成のために必
要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務
内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争
性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性
の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

中国管内港湾における中長期構想検討業務
－
R2.7.29～R3.2.26
建設コンサルタント等業務

支出負担行為担当官
中国地方整備局副局長
富岡　誠司
広島県広島市中区東白島町14-15

令和2年7月29日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第29条の3第4項
本業務は、中国地方の港湾を取り巻く情勢変化や港湾における現状・課題を十分把握したうえで、
目指すべき方向性を実現するための各港の役割分担や必要となる機能等の中国地方の港湾の果
たすべき役割について、有識者の意見を反映しつつ、地域発展に有効な施策となる２０年３０年先を
見据えた中長期構想としてとりまとめるものであるが、専門的な技術が要求される業務であるため、
提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できることから簡易公募型プ
ロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価した結果、最も優れていると評価
された者を契約の相手方として特定した。
(簡易公募型プロポーザル)

28,634,559 28,600,000 99.9% - 公社 国認定 1

本業務は、中国地域港湾の中長期構想の検討といった政策目的の達成のため
に必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、
業務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、
競争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透
明性の向上に努めるなど一者応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和２年度　越後平野における生態系ネットワー
ク形成の推進に関する検討業務
北陸地方整備局河川部河川計画課
R2.8.1～R3.3.19
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
北陸地方整備局長
岡村　次郎
新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1　新潟美
咲合同庁舎1号館

令和2年7月31日 公益財団法人日本生態系協会
東京都豊島区西池袋2-30-20

6013305001887

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、河川を基軸とした越後平野における生態系ネットワークの形成とともに、魅力的で活力あ
る地域づくりの実現に向け、全体構想の策定に向けた検討を行うとともに、各地域の活性化を図るた
めの効果的な取組内容等について検討を行うものである。　本業務の実施にあたっては、河川環境
や河川の生態系における高度かつ広範囲な技術力と知識を必要とすることから、簡易公募プロポー
ザル方式による選定を行った結果、左記業者は、技術提案書の内容が総合的に適した者と認めら
れるので、特定したものである。　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号の規定により、左記業者と随意契約を締結するものである。

18,161,000 18,161,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、生態系ネットワーク形成の推進といった政策目的の達成のために必
要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務
内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争
性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性
の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和２年度　河川水辺の国勢調査（河川版）総括
検討業務
北陸地方整備局河川部河川計画課
R2.8.1～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
北陸地方整備局長
岡村　次郎
新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1　新潟美
咲合同庁舎1号館

令和2年7月31日 公益財団法人リバーフロント研究所
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、令和元年度に全国１０９水系の直轄河川で実施された「河川水辺の国勢調査」の調査結
果を収集整理し、最新の知見に基づくデータの精査・分析・取りまとめを行ってデータベースの更新を
行うとともに、調査結果を用いて河川及び周辺環境の現状把握並びに河川の環境変化を分析するも
のである。　本業務の実施にあたっては、河川と環境に関する専門知識と高度な技術力と知識を必
要とすることから、簡易公募型プロポーザル方式による選定を行った結果、左記業者は、技術提案
書の内容が総合的に適した者と認められるので、特定したものである。　よって、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、左記業者と随意契約を締結する
ものである。

57,090,000 56,980,000 99.8% - 公財 国認定 1

本業務は、河川に関する基礎情報の収集整備といった政策目的の達成のため
に必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、
業務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、
競争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透
明性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和２年度千曲川改修・環境整備方針検討業務
北陸地方整備局千曲川河川事務所
R2.8.1～R3.3.15
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局千曲川河川事務所長
齋藤　充
長野県長野市鶴賀字峰村７４番地

令和2年7月31日

設計共同体
公益財団法人リバーフロント研究所　外１
者
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、令和元年東日本台風出水による被害を契機に千曲川にてこれから進められる「緊急治水
対策プロジェクトによる事業や、従来より実施されている自然再生事業、水辺整備事業（かわまちづく
り等）等において、千曲川らしい風景や景観、生態系、河川利用などの視点から、千曲川の総合的な
河川環境管理をマネジメントしていく仕組みづくりを検討するとともに、現場において河川環境の保
全・創出に関する事業展開を効果的・効率的に進めるための新技術の活用に関する調査検討を行う
ものである。　本業務を執行するためには、上記目的を理解したうえで、千曲川の総合的な河川環境
管理をマネジメントしていくための効果的な仕組みづくりを検討する上では、千曲川特有の条件を加
味しながらの対策計画等を作成することが必要であり、想像力、応用力、知識と共に高度な技術力
が求められることから、簡易公募型プロポーザル方式による選定を行った。　その結果、上記業者
は、特に配置予定技術者の経験及び能力、特定テーマに対する技術提案において、総合的に最適
な提案を行った者と認められるので、特定したものである。　よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、左記業者と随意契約を締結するものである。

29,975,000 29,920,000 99.8% - 公財 国認定 7

本業務は、河川環境管理のマネジメントといった政策目的の達成のために必要
な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化を行うなど、競争性を高める取り組みを実施したことにより、複数者
からの応札が実現していると考えられ、点検の結果問題はない。
なお、本事業は令和2年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無
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国土交通省

令和2年度　衣浦港港湾施設の機能強化方策検
討業務
愛知県豊橋市
R2.8.3～R3.3.26
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　三河港湾事務所長
山口隼人
愛知県豊橋市神野ふ頭町1-1

令和2年8月3日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、衣浦港における港湾施設の利用状況や周辺の地域特性を考慮し、港湾施設の持つ機能
について、地区や利用形態に応じた課題や改善点を抽出し、社会情勢や国の施策動向を踏まえ、よ
り効率的な衣浦港港湾施設の機能強化に向けた中長期的な方策を検討するものである。本業務の
契約手続きとしては、「プロポーザル方式」を採用することとし、公募により参加表明があった者で資
格を満たした者から技術提案書を求め、「配置予定管理技術者の経験能力」、「業務の実施方針・実
施フロー・工程等」及び「特定テーマに対する技術提案」について、提出された技術提案書の記載内
容と担当者へのヒアリングにより評価を行なった。審査の結果、公益社団法人日本港湾協会を契約
の相手方として特定した。

20,155,000 19,965,000 99.1% - 公社 国認定 2

本業務は、港湾施設機能強化の方策検討といった政策目的の達成のために必
要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務
内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争
性を高める取り組みを実施したことにより、複数者からの応募が実現していると
考えられ、点検の結果問題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

無

国土交通省

Ｒ２実践的な多自然川づくりに関する検討業務
関東地方整備局
R2.8.5～R3.3.31
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
土井　弘次
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

令和2年8月4日 公益財団法人リバーフロント研究所
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とするこ
とから、技術力、経験、業務に臨む体制などを含めた技術提案
を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プ
ロポーザル方式により選定を行った。
公益財団法人　リバーフロント研究所は、技術提案書をふまえ
当該業務を実施するのに適切と認められたため、左記業者と随意契約を行うものである。

39,985,000 39,930,000 99.9% - 公財 国認定 1 連名契約
（関東幹事）

本業務は、河川環境の保全・創出の検討といった政策目的の達成のために必
要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務
内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争
性を高める取り組みを実施したが、一者応募となっているものである。引き続き
透明性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

大阪湾諸港等の広域港湾事業継続計画に係る検
討業務
-
R2.8.4～R3.3.24
建設コンサルタント等業務

支出負担行為担当官
近畿地方整備局副局長
伊藤　博信
兵庫県神戸市中央区海岸通29

令和2年8月4日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、大阪湾諸港等における港湾事業継続計画の実効性を向上させるため、広域的な緊急
物資・幹線貨物輸送の検討、大阪湾海峡部封鎖・閉塞が及ぼす大阪湾諸港背後圏のサプライ
チェーン等に関する検討、航路啓開実務者による図上訓練及び航路啓開計画と道路啓開計画との
整合性・災害時仮置き場の検討、並びに広域的な感染症の危機的事象が及ぼす港湾機能への影
響に関する検討を実施するものである。
   本業務は、内容が技術的に高度な業務であり、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する
方が優れた成果を期待できる業務であるため、簡易公募型プロポーザル方式により技術提案の公
募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するものである。
　参加可能業者が１５３者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に３２者か
ら問い合わせがあり、１者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている１者に技術提案書
の提出を求めたところ、１者から技術提案書の提出があった。
　技術提案書を審査した結果、公益社団法人日本港湾協会の提案は、当局の要求する要件を満た
していることから公益社団法人日本港湾協会と契約を行うものである。

22,241,043 22,000,000 98.9% - 公社 国認定 1

本業務は、事業継続計画の確立といった政策目的の達成のために必要な支出
であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の明
確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高め
る取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の向上に
努めるなど一者応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和2年度南海ﾄﾗﾌ地震を想定した包括的災害協
定団体等との連携方策業務
－
R2.8.4～R3.2.26
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
九州地方整備局副局長
遠藤　仁彦
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7

令和2年8月4日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第29条の3第4項
本業務を実施するにあたり、港湾の防災業務における知識は基より、南海トラフ地震発生時におけ
る広域的支援体制の具体化方策を検討する必要があるため、受注業者に対しては、１．予定技術者
の経験および能力（技術者資格、業務執行技術力等）、２．業務実施方針（業務理解度、業務実施手
順等）、３．特定テーマに対する技術提案（的確性、実現性）等の観点からプロポーザルの提出を求
めたものである。
　建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、公益社団法人日本港湾協会が最適であ
ると判断されることから、上記業者と会計法第２９条の３第４項に基づき随意契約を行い業務の円滑
な遂行を図るものとする。

13,168,905 13,090,000 99.4% - 公社 国認定 1

本業務は、博多港港湾機能の方向性といった政策目的の達成のために必要な
支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容
の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を
高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

有

国土交通省

令和２年度　河川ごみ対策検討業務
北海道札幌市
R2.8.7～R3.3.19
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
北海道開発局 開発監理部長
松浦 明
北海道札幌市北区北8条西2

令和2年8月6日
設計共同体
公益財団法人河川財団　他1者
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
　河川ごみは川への不法投棄のみならず、流域に散乱しているごみが河川に流入することもあること
から、関係機関等と連携したより効果的な取組が求められるため、本業務において、河川ごみ削減
に向けた課題の抽出を行い、関係機関等へのヒアリングや既往の河川ごみに関する取組を踏まえ、
「河川ごみ」対策の手引き（仮称）の作成等を行うこととしている。
　本業務の遂行には、企業や技術者に高度な知識や構想力、専門性等が求められるため、技術提
案の内容と企業や技術者の能力を総合的に評価する簡易公募型プロポーザル方式を採用し選定を
行った。
　その結果、参加表明書の提出は2者、技術提案書の提出は左記河川財団・日水コン設計共同体1
者であった（1者は辞退）が、提出された技術提案書は総合的に優れた提案であり、本業務を実施す
るのに適切と認められたため、左記業者と契約を行うものである。
（公募）

12,738,000 12,738,000 100.0% - 公財 国認定 1 連名契約

本業務は、良好な河川環境の整備・保全といった政策目的の達成のために必
要な支出であり、十分な契約準備期間の確保を行うなど、競争性を高める取り
組みを実施したが、一者応募となっているものである。なお、本業務は令和２年
度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有
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国土交通省

金沢港利活用検討業務
金沢市大野町４丁目２－１
令和2年8月6日～令和3年3月10日
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長
高橋　伸一
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務
所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和2年8月6日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項

　本業務は、金沢港の利活用促進を図るため、近年の物流にかかる国内外の社会情勢の変化、金
沢港背後地域における企業の物流動向及び金沢港の利用実態を踏まえ、今後、企業が金沢港を利
用する上での課題を整理し、金沢港の利便性向上に資する利用促進方策および港湾施設の利活用
方策を検討するものである。検討にあたっては、港湾関係者で構成され上記方策に対する議論を行
う「検討会」を開催・運営するなど、高度な専門知識を必要とすることから、簡易公募型プロポーザル
方式による選定を行った。 公益社団法人日本港湾協会は、技術提案書及びヒアリングによる総合評
価を行った結果、当該業務について総合的に優れた提案を行った者として特定された者である。
　以上の理由により、会計法第29条の３第４項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）の規定
により、公益社団法人日本港湾協会と随意契約をするものである。

22,190,767 21,010,000 94.7% - 公社 国認定 1

本業務は、金沢港の利活用促進といった政策目的の達成のために必要な支出であ
り、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保など、競争性を高める取り
組みを実施したが、一者応募となっているものである。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が十分
に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

無

国土交通省

北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向
上検討業務
令和2年8月7日～令和3年2月26日
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
北陸地方整備局次長
岸　弘之
新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1

令和2年8月7日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項

　本業務は、管内の大規模災害発生時において、北陸地域港湾が連携し継続的な物流機能を確保
するために策定した「北陸地域港湾の事業継続計画」について、実効性を高めるための検討を行うも
のである。また、本業務の検討結果について議論する協議会を開催し、その運営、説明資料の作
成、議事録や結果の対応に関する取りまとめを行うものである。
　本業務の実施にあたっては、｢北陸地域港湾の事業継続計画｣の実効性を高めるために実施する
情報伝達訓練について、訓練目的及び訓練内容を検討し訓練実施計画を作成するといった専門的
な知識を有すること、また、訓練実施計画に基づき訓練を行い、訓練結果から事業継続計画の実効
性向上に向けた課題を整理し対応策を検討、さらに行動手順の改善箇所を整理し行動手順書（案）
の活動内容を、より詳細化して更新するなど、高度な技術を要することから、簡易公募型プロポーザ
ル方式による選定を行った。
  公益社団法人日本港湾協会は、技術提案書及びヒアリングによる総合評価を行った結果、本業務
に対する最も優れた提案を行った者として特定された者である。
　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、公益社団法人日本港湾協会と随意契約するもの
である。

18,186,743 17,930,000 98.6% - 公社 国認定 1

本業務は、事業継続計画の実効性向上といった政策目的の達成のために必要
な支出であり、参加条件等の見直し、業務内容の明確化など、競争性を高める
取り組みを実施したが、一者応募となっているものである。今後は、契約準備期
間の確保、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討に取り組むなど競争
性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者応募の解消に取り組むものとす
る。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和２年度　河川生態を応用した河川管理に関す
る調査検討業務
R2.8.18～R3.3.26
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
中部地方整備局長
堀田　治
愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5-1名古屋
合同庁舎第2号館

令和2年8月17日   公益財団法人リバーフロント研究所
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第29条の3第4項
　　予算決算及び会計令第102条の4第3号
　本業務は、これまでに各河川のフィールドで実施された河川生態の研究成果について、最新の知
見を考慮した上で、生態学の観点から調査・計画・設計・施工・維持管理などの河川管理への適用に
資する項目を抽出・整理し、（全国）他河川への適用について検討するものである。
　左記業者は企画提案書の提出があった２者のうち特定テーマに対する提案について、総合的に評
価を行った結果、求める業務内容等に合致し、最も優れていることから特定したものである。

31,988,000 31,900,000 99.7% - 公財 国認定 2

本業務は、河川生態系の保全といった政策目的の達成のために必要な支出で
あるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の明確
化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める
取り組みを実施したことにより、複数者からの応札が実現していると考えられ、
点検の結果問題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和２年度公共測量に関する課題の調査検討業
務
R2.8.18～R3.3.36
測量

支出負担行為担当官
国土地理院長　野　田　　勝
茨城県つくば市北郷１

令和2年8月18日 公益社団法人日本測量協会
東京都文京区白山1-３３-１８

1010005004291

会計法第２９条の３第４項及び会計令第１０２条の４第３号
本業務は、公共測量の円滑な実施に向けて検討が必要な技術的課題等について、その解決方法を
得るための調査検討を行うものである。令和２年度は、電子基準点のみを既知点とした基準点測量
の適用範囲及びGNSS 測量機による水準測量の適用範囲を拡大するための技術的課題について
調査検討を行う。また、作業規程の準則付録５に永久標識の埋設方法の追加のための仕様の調査
及び素案を作成することを目的とする。
　 本業務の目的を遂行するためには、測量に関し、高度で専門的な知識・技術が要求されることか
ら、公平性・透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポーザル方式に準じた方式により選定
を行った。
公募により技術提案書の提出を求め評価したところ、上記の技術的課題について想定される課題と
その解決のために必要な調査及び検討方法並びに考えられる対応方法の具体的な技術的提案が、
求める業務内容等に合致し、優れた提案と認められたため特定し随意契約を締結した。

10,285,000 10,233,300 99.5% - 公社 国認定 1

本業務は、公共測量の円滑な実施といった政策目的の達成のために必要な支
出であり、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の明
確化を行うなど、競争性を高める取り組みを実施したが、一者応募となっている
ものである。引き続き透明性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むも
のとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和2年度長崎港船舶航行安全対策検討業務
－
R2.8.19～R3.3.26
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局 長崎港湾・空港整備事務所
長
熊野　哲也
長崎県長崎市小ヶ倉町3-76-72

令和2年8月19日 公益社団法人西部海難防止協会
福岡県北九州市門司区港町7-8

5290805003008

会計法第29条の3第4項
本業務は、長崎港の長崎港航路(-12m)拡幅工事及び岸壁築造工事にあたって、一般航行船舶及び
工事作業船相互の安全確保と作業の円滑な遂行を図るべく、学識経験者及び海事関係者等で構成
する委員会等を設置し、工事に伴う航行安全対策の検討を行うものある。
業務遂行に際しては、船舶航行実態（船舶の航行経路、操船方法、海域特性等）及び浚渫工事、岸
壁築造工事の整備工程・施工方法等を踏まえた総合的な分析、評価、検討能力に関する技術的知
見が必要であり、高度な知識と豊富な業務実績を有していることが不可欠である。このことから、参
加表明業者に対しては、配置予定技術者の経験及び能力、実施方針に対する技術提案等の観点か
ら、公募によりプロポーザルの提出を求めたものである。
建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、公益社団法人西部海難防止協会が最も
適した者であると判断されることから、会計法第 29 条の 3 第 4 項に基づき随意契約を行い、業務
の円滑な遂行を図るものとする。

13,938,070 13,849,000 99.4% - 公社 国認定 1

本業務は、工事に伴う一般船舶航行に対する安全対策の検討といった政策目
的の達成のために必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準
備期間の確保、業務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の
検討を行うなど、競争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題は
ない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

有

国土交通省

水島港航行安全検討業務
－
R2.8.20～R3.3.19
建設コンサルタント等業務

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局宇野港湾事務所長
阿式 邦弘
岡山県玉野市築港1-1-3

令和2年8月20日 公益社団法人瀬戸内海海上安全協会
広島県広島市南区的場町1-3-6

2240005012774

会計法第２９条の３第４項
本業務は、水島港における浚渫工事等に関わる航行安全対策について、学識経験者・海事関係者
等からなる委員会を設置し、検討するものである。
簡易公募型（選定段階省略型）プロポーザル方式により手続き開始の公示を行ったところ、１社から
参加表明書及び技術提案書が提出された。
提出された参加表明書等について、宇野港湾事務所建設コンサルタント等選定委員会により資格要
件及び専門技術力等から総合的に評価した結果、公益社団法人瀬戸内海海上安全協会を本業務
の契約相手方として特定したものである。
(簡易公募型プロポーザル)

22,772,918 21,714,000 95.4% - 公社 国認定 1

本業務は、港湾工事における船舶の安全確保といった政策目的の達成のために必
要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内
容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を
高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。また、企画競争における提
案書の審査等においても公平性・公正性の確保が十分に図られており、問題はな
い。なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

無



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

継続支出
の有無

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の役員

の数
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

国土交通省

全国水質現況評価検討業務
大阪府大阪市中央区大手前1-5-44
R2.9.1～R3.3.19
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長
溝口　宏樹
大阪府大阪市中央区大手前1-5-44

令和2年8月31日
設計共同体
公益財団法人河川財団　他１者
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
　本業務は、全国の一級河川の水質データの収集・分析・評価を行うともに、良好な河川環境の維持
及び河川環境の改善に向けた今後の施策のあり方や今後の河川水質調査方法等について検討す
るものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　左記相手方は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、左記相手方と契約を行うものである。

25,157,000 25,157,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、良好な河川環境の維持及び改善といった政策目的の達成のために
必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業
務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競
争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明
性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和２年度河川環境の保全に関する新技術活用
検討業務
広島県広島市中区上八丁堀6番30号
R2.8.31～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
中国地方整備局長　小平　卓
広島県広島市中区上八丁堀6-30

令和2年8月31日 公益財団法人リバーフロント研究所
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
　本業務では、自然や人と川との関係などに配慮した良好な川の環境の整備や保全である「多自然
川づくり」を効果的・効率的に進めるため、河川管理の現場において、新技術を活用した河川環境の
整備や保全手法に関する調査検討を行うものであり、幅広い知識や経験が必要不可欠であることか
ら、簡易公募型プロポーザル方式を採用し、配置予定技術者の経験及び能力、実施方針・実施フ
ロー・工程計画・その他、評価テーマに関する技術提案について総合的に評価を行った結果、本業
務を適切に遂行できると判断し、契約の相手方とした。

25,960,000 25,960,000 100.0% 公財 国認定 4

本業務は、生産性革命プロジェクトの検討といった政策目的の達成のために必
要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務
内容の明確化を行うなど、競争性を高める取り組みを実施したことにより、複数
者からの応札が実現していると考えられ、点検の結果問題はない。なお、本業
務は令和２年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和2年度　大規模災害時における航路啓開の実
効性向上検討業務
愛知県名古屋市
R2.9.2～R3.3.15
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
中部地方整備局副局長
加藤恒太郎
愛知県名古屋市中区丸の内2-1-36

令和2年9月2日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、伊勢湾における大規模災害時の緊急物資輸送や物流機能の早期回復を目的に、緊急
確保航路及び各港の航路啓開の実効性を高めるため、課題を抽出するための訓練メニューの立
案、訓練の実施及び導き出された課題への対応を検討する。本業務の契約手続きとしては、「プロ
ポーザル方式」を採用することとし、公募により参加表明があった者で資格を満たした者から技術提
案書を求め、「配置予定管理技術者の経験能力」、「業務の実施方針・実施フロー・工程等」及び「特
定テーマに対する技術提案」について、提出された技術提案書の記載内容と担当者へのヒアリング
により評価を行なった。審査の結果、公益社団法人日本港湾協会を契約の相手方として特定した。

18,234,554 18,150,000 99.5% - 公社 国認定 1

本業務は、広域災害対応といった政策目的の達成のために必要な支出である
が、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の明確化、
参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める取り
組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の向上に努める
など一者応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和2年度博多港港湾機能の方向性に関する検
討業務
－
R2.9.2～R3.3.15
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所
長
濵口　信彦
福岡県福岡市中央区大手門2-5-33

令和2年9月2日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第29条の3第4項
本業務においては、港湾物流機能の再編のあり方とそれに向けた各港湾物流機能を維持・確保でき
る段階的な施設整備の方向性をとりまとめるため、港湾に関する豊富な知識のみならず、高度な専
門性と技術を要することから、受注
業者に対しては、１．配置予定技術者の経験及び能力（技術者資格等、業務執行技術力）、２．実施
方針（業務理解度、実施手順）、３．特定テーマ（専門的な技術力を活用し、本業務を的確に実施す
るための提案について）等の観点からプロポーザル（簡易公募型）の提出を求めたものである。
建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審議の結果、公益社団法人日本港湾協会が今回の業
務内容を委託するにあたり最適業者であると判断されることから上記業者と会計法第２９条の３第４
項に基づき随意契約を行い業務の円
滑な遂行を図るものとする。

14,379,887 14,300,000 99.4% - 公社 国認定 1

本業務は、博多港港湾機能の方向性といった政策目的の達成のために必要な
支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容
の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を
高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

有

国土交通省

須崎港みなとカメラシステム設計業務
－
R2.9.4～R3.2.26
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所
長
相澤 幹男
高知県高知市種崎874

令和2年9月4日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、須崎港における直轄港湾の施工管理、国有財産の管理及び災害・事故時等の状況把握
等を含めた施設管理に活用することを目的として、みなとカメラの設置場所、通信方法、設備等につ
いて設計を行うものである。簡易公募型プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合
的に評価した結果、最も優れていると評価された者を契約の相手方として特定したため、左記業者と
随意契約を行うものである。
（簡易公募型プロポーザル）

18,208,485 17,930,000 98.5% - 公社 国認定 2

本業務は、須崎港における施設管理といった政策目的の達成のために必要な
支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容
の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を
高める取り組みを実施したことにより、複数者からの応募が実現していると考え
られ、点検の結果問題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和3年度で終了する事業である。

無

国土交通省

関東管内の港湾における事業継続計画検討業務
-
R2.9.11～R3.3.12
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長
石橋　洋信
神奈川県横浜市中区北仲通5-57

令和2年9月11日
公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5  7010405000967

会計法第２９条の３第４項
東京湾ＢＣＰ及び港湾ＢＣＰについては、策定された計画の実効性を不断に検証し見直しを行うととも
に、台風や高潮等、港湾機能に重大な支障を及ぼす恐れのあるその他の自然災害についても対応
していく必要がある。本業務は、横浜港事業継続計画に基づき訓練を実施し、実効性の検証を行うと
ともに、東京湾ＢＣＰ（地震・津波編）の改訂版及び同ＢＣＰの風水害編を新たに作成し、「東京湾航
行支援協議会」の運営支援を行うものである。また、広域防災協議会において、行政機関の連携を
図るための検討を行い、協議会の運営支援を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、港湾の事業継続計画に関する幅広い知見を有するとともに、広域連携
を主観とした災害対応に関する総合的な知見を有していることが必要となることから、業務実施にお
ける着目点について、簡易公募型プロポーザル方式により技術提案を求めた。
その結果、優れた技術提案を行った公益社団法人日本港湾協会が本業務を円滑かつ適切に実施
できるものと判断し、契約先に特定した。
これらのことから、会計法第２９条の３第４項に基づき、公益社団法人日本港湾協会と随意契約する
ものである。

21,606,202 21,505,000 99.5% - 公社 国認定 1

本業務は、最近の港湾における事業継続計画の改訂といった政策目的の達成のた
めに必要な支出であり、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保など、
競争性を高める取り組みを実施したが、一者応募となっているものである。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が十分
に図られており、問題はない。
なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

無
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国土交通省

神戸港海上工事に伴う船舶航行安全対策検
討業務
－
R2.9.16～R3.3.19
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局 神戸港湾事務所長
松本　英雄
兵庫県神戸市中央区小野浜町7-30

令和2年9月16日 公益社団法人神戸海難防止研究会
兵庫県神戸市中央区海岸通5

9140005020285

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、神戸港の海上工事及び現地調査において周辺航行船舶の航行安全対策をとりまとめ
るものである。学識経験者・海事関係者等からなる委員会を設置し、調査等における船舶航行への
影響を検証して航行安全対策を検討する。
　本業務は、専門的な技術が要求される業務であり、提出された技術提案に基づいて仕様を作成す
る方が優れた成果を期待できる業務であるため、簡易公募型プロポーザル方式により技術提案の公
募を行い、提案のあった技術内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するものである。
　参加可能業者が33者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募し、申請期間内に16 者から
問い合わせがあり、１者から参加表明があった。参加資格要件を満たしている１者に技術提案書の
提出を求めたところ、１者から技術提案書の提出があった。
　技術提案書を審査した結果、公益社団法人神戸海難防止研究会の提案は、当局の要求する要件
を満たしていることから公益社団法人神戸海難防止研究会と契約を行うものである。

13,013,207 12,980,000 99.7% - 公社 国認定 1

本業務は、国際コンテナ戦略港湾機能強化といった政策目的の達成のために
必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業
務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競
争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明
性の向上に努めるなど一者応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

令和２年度三次元地理空間情報の活用推進のた
めの調査検討業務
R2.9.18～R3.3.5
測量

支出負担行為担当官
国土地理院長　野　田　　勝
茨城県つくば市北郷１

令和2年9月18日 公益財団法人日本測量調査技術協会
東京都新宿区高田馬場４－４０－１１

4011105005417

会計法第29条の３第４項及び会計令第102条の４第３号
本業務は、国際標準化機構の地理情報に関する専門委員会等に関する動向調査を行ったうえで、
関連するISO規格の国内適用のための規程・規格類の実装案の検討を行うとともに　測量、設計、施
工、維持管理の建設生産プロセスで活用できる三次元ベクトルデータとしての数値地形図を取得す
るための標準的な作業工程をまとめた作業マニュアル素案を作成し、それらの検討過程及び結果を
報告書として取りまとめることを目的とする。
　本業務の目的を遂行するためには、測量に関し、高度で専門的な知識・技術が要求されることか
ら、公正性・透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポーザル方式に準じた方式により選定
を行った。
　公募により技術提案書の提出を求め評価したところ、本発注とは別に実施する三次元データの試
験的取得業務で取りまとめる、作業工程や取得に用いた機材・方法など具体的な工程素案の検討に
資する成果の分析・検討の方法と、設計・施工・維持管理分野でも幅広く利用可能な三次元データを
作成するための作業マニュアル素案を取りまとめるための調査・検討の方法についての技術的提案
が求める業務内容等に合致し、優れた提案と認められたため特定し随意契約を締結した。

13,684,000 13,682,900 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、関連するISO規格の国内適用のための規程・規格類の実装案という
政策目的の達成のために必要な支出であり、参加条件等の見直し、十分な契
約準備期間の確保、業務内容の明確化を行うなど、競争性を高める取り組みを
実施したが、一者応募となっているものである。引き続き透明性の向上に努め
るなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

四国における次世代高規格ユニットロードターミナ
ルの基本構想等検討業務
－
R2.9.29～R3.4.20
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官代理
四国地方整備局 総務部総括調整官
兼井 政勝
香川県高松市サンポート3-33

令和2年9月29日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、フェリー・ＲＯＲＯ船舶大型化に伴う貨物量増加に対応するため、情報通信技術の活用と
自動化技術等を実装した「次世代高規格ユニットロードターミナル」の実現等に向け、四国の港湾の
内貿ユニットロード輸送への各種情報通信技術の導入方策、課題、効果等の基本構想等の検討に
加え、交通事業者のモビリティサービスとの連携に向けたバースウィンドウの情報管理の検討を行う
ものである。簡易公募型プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価した結
果、最も優れていると評価された者を契約の相手方として特定したため、左記業者と随意契約を行う
ものである。
（簡易公募型プロポーザル）

15,072,500 15,015,000 99.6% - 公社 国認定 1

本業務は、次世代高規格ユニットロードターミナル実現といった政策目的の達
成のために必要な支出であり、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の
確保、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高め
る取り組みを実施したが、一者応募となっているものである。今後は、業務内容
の更なる明確化の検討など競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者
応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナ
ターミナル船舶航行安全対策検討業務
-
R2.10.1～R3.3.26
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局　東京港湾事務所長
川﨑　俊正
東京都江東区新木場１－６－２６

令和2年10月1日
公益社団法人東京湾海難防止協会
神奈川県横浜市中区住吉町４－４５－１－
２０２

1020005009686

会計法第２９条の３第４項
本業務は、東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル整備事業（Y3）の施工に伴い、
周辺海域を航行する船舶に及ぼす影響及び船舶航行の安全確保に必要な対策について、学識経
験者、海事関係者並びに関係官公庁等で構成する委員会を設置し、検討するものである。
本業務の遂行にあたっては、海難防止に関する専門的な知見並びに東京港における船舶の航行管
制及び航行実態に精通し、海上工事に伴う一般船舶の航行安全や海難防止等に関する総合的かつ
最新の知見を有していることが必要である。
 よって、海難防止に関する専門的な知見及び航行安全等に関する高度な技術力を有する者から広
く知見を求め、業務内容に反映することにより、幅広く高度な検討を行うことが期待できる。そのた
め、簡易公募型プロポーザル方式により、以下の特定テーマについて技術提案を求めた。
「航路近傍及び供用中の岸壁近傍で実施する場合の工事における、航行安全上の着眼点について」
本業務実施に係るプロポーザル方式により提案された技術提案書を建設コンサルタント等選定委員
会において評価選定した結果、「航行安全管理体制および警戒業務管理体制の確立」「工事安全協
議会における航行安全対策業務実施体制の確立」等、優れた技術提案を行った公益社団法人東京
湾海難防止協会を特定した。本業務の実施方針及び、特定テーマに対する技術提案について審査
を行い総合的に判断した結果、幅広く高度な知識を有し本業務を実施することが適当であるとされた
ものである。
 よって、会計法第 29 条の３第４項により、公益社団法人東京湾海難防止協会と随意契約をするも
のである。

10,046,397 10,021,000 99.7% - 公社 国認定 1

本業務は、工事に伴う船舶への影響・安全確保といった政策目的の達成のた
めに必要な支出であり、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保な
ど、競争性を高める取り組みを実施したが、一者応募となっているものである。
今後は、業務内容の更なる明確化の検討、参入拡大を前提とした適切な業務
内容の検討に取り組むなど競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者
応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有
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国土交通省

中国管内の港湾における広域連携BCP検討業務
－
R2.10.5～R3.3.25
建設コンサルタント等業務

支出負担行為担当官
中国地方整備局副局長　中島　靖
広島県広島市中区東白島町14-15

令和2年10月6日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂３-３-５

7010405000967

会計法第29条の3第4項
本業務は、本業務は、南海トラフ巨大地震等が発生した場合の被害想定を整理し、中国管内の各港
湾で定めている港湾ＢＣＰ及び広島湾連携ＢＣＰ等の課題の抽出、企業活動を継続させるため港湾
機能の早期回復を図る方法や緊急物資輸送、広域的な代替輸送の方法など国民生活や社会経済
への影響を最小限に留めるための港湾連携のあり方について検討を行うものであるが、専門的な技
術が要求される業務であるため、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を
期待できることから簡易公募型プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価
した結果、最も優れていると評価された者を契約の相手方として特定した。
(簡易公募型プロポーザル)

14,442,254 14,410,000 99.8% - 公社 国認定 1

本業務は、管内港湾の広域連携BCPの策定といった政策目的の達成のために
必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業
務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競
争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き透明
性の向上に努めるなど一者応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

下水道管路の点検・調査及び修繕・改築技術の
選定に関する調査業務
随意
R2.10.13～R3.2.26
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
国土技術政策総合研究所長
天野　邦彦
茨城県つくば市旭１番地

令和2年10月12日

設計共同体
公益財団法人日本下水道新技術機構　他
1者
東京都新宿区水道町3-1

4011105003503

会計法第２９条の３第４項
　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、維持管理情報を起点としたマネジメントサイクルの確立に向け、下水道管路施設におけ
る点検・調査技術及び修繕・改築工法の選定に関する留意事項を整理するとともに、これらを基に
ケーススタディを実施し、地方公共団体職員から意見聴取等を行うものである。
　本業務の実施にあたっては、管きょの点検・調査に係るコスト試算についての検討を実施できる能
力等が必要であり、これらが業務の成果に密接に関係することから、簡易公募型（拡大型）プロポー
ザル方式により公募を行った。
　その結果、左記相手方は、入札説明書を交付した１４者のうち、本業務の「技術提案書提出要請業
者の確認審査」に参加表明し、業務実施条件を満たし技術提案を行った唯一の相手方であり、ま
た、業務実績、技術提案書の内容等を総合的に評価した結果、本業務を実施するうえで必要な能力
が十分に備わっていることが確認された。
　以上の理由から左記相手方を選定し、随意契約するものである。

13,794,000 13,530,000 98.1% - 公財 国認定 1

本業務は、維持管理情報を起点としたマネジメントサイクルの確立といった政策目的の達成の
ために必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の明
確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高める取り組みを実施
しており、点検の結果問題はない。引き続き透明性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り
組むものとする。なお、本事業は令和２年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が十分に図られてお
り、問題はない。

無

国土交通省

横浜港南本牧ふ頭地区における船舶航行安全検
討業務
－
R2.10.16～R3.3.31
建設コンサルタント等

支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長
石橋　洋信
横浜市中区北仲通５－５７

令和2年10月16日
公益社団法人東京湾海難防止協会
神奈川県横浜市中区住吉町４－４５－１－
２０２

1020005009686

会計法第２９条の３第４項
本業務は、京浜港の国際競争力強化を図るため、コンテナ船の大型化を踏まえ、横浜港南本牧ふ
頭への入出港時に必要な船舶航行にかかる安全対策等について検討を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、港湾施設の規模や周辺海域の状況を把握するとともに、コンテナ船な
ど船舶の操船や航行特性に関する知識を有し、かつ海上交通の法規に関して最新の知見を有して
いることが必要である。
これらから、本業務の実施にあたり、大型コンテナ船の入出港における操船シミュレータ実験及び航
行安全検討を行う上での留意点について、簡易公募型プロポーザル方式により技術提案を求めた。
その結果、公益社団法人東京湾海難防止協会が本業務を円滑かつ適切に実施できるものと判断
し、契約先に特定した。
よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、公益社団法人東京湾海難防止協会と随意契約するも
のである。

46,670,756 46,640,000 99.9% - 公社 国認定 1

本業務は、工事に伴う船舶への影響・安全確保といった政策目的の達成のた
めに必要な支出であり、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保な
ど、競争性を高める取り組みを実施したが、一者応募となっているものである。
今後は、業務内容の更なる明確化の検討、参入拡大を前提とした適切な業務
内容の検討に取り組むなど競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き一者
応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においては公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

阿武隈川上流環境調査検討業務
福島河川国道事務所
R2.10.21～R3.3.15
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
東北地方整備局　福島河川国道事務所長
福島　陽介
福島県福島市黒岩字榎平36

令和2年10月20日

設計共同体
公益財団法人リバーフロント研究所　他１
者
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務を遂行するにあたっては、阿武隈川らしい環境要素の抽出・整理、既往事業の河川環境に関
する取組の評価、令和元年東日本台風出水による河川環境への影響評価、阿武隈川の再生に向け
た河川環境マネジメントを検討する上で、高い知見と高度の技術力を備えた者が業務を実施する必
要があることから、技術提案を求める評価テーマを設定し、簡易公募型プロポーザル方式により評
価を行い、本業務を履行するに十分な技術力と能力が認められた者と契約を締結した。

32,274,000 32,175,000 99.7% - 公財 国認定 1

本業務は、総合的な河川環境のマネジメント推進といった政策目的の達成のた
めに必要な支出であり、競争性を高める取り組みを実施したが、一者応札と
なっているものである。なお、本業務は令和２年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

第一次大極殿院復原建造物防火対策検討業務
奈良県奈良市二条大路南3-5-1
R2.10.23～R3.3.22
建築関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　国営飛鳥歴史公園事務所
長
中村　孝
奈良県高市郡明日香村大字平田538

令和2年10月22日
公益財団法人文化財建造物保存技術協
会
東京都荒川区西日暮里2-32-15

3011505001405

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
　本業務は、平城宮跡歴史公園内において整備中の第一次大極殿院南門及び東楼・西楼等順次完
成予定の復原建造物の既検討済みの防火設計について、首里城火災を端緒とした防火対策の拡充
検討を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　左記相手方は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、左記相手方と契約を行うものである。

17,897,000 17,875,000 99.9% - 公財 国認定 1

本業務は、第一次大極殿院の防火対策といった政策目的の達成のために必要
な支出であり、競争性を高める取り組みを実施したが、一者応札となっているも
のである。なお、本業務は令和２年度限りの事業である。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無
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国土交通省

令和２年度斐伊川水系生態系ネットワーク検討業
務
出雲河川事務所管内
履行期限　令和3年2月26日
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
出雲河川事務所長　武内　慶了
島根県出雲市塩冶有原町5-１

令和2年10月26日 公益財団法人日本生態系協会
東京都豊島区西池袋2-30-20

6013305001887

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務の実施においては、地域関係者と連携して生態系ネットワークを構築・推進していくための高
度な知識や経験を必要とすることから、技術提案を求める評価テーマを設定し、簡易公募型プロ
ポーザル方式を採用し、配置予定技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程計画・その
他、評価テーマに関する技術提案について総合的に評価を行った結果、本業務を適切に遂行できる
と判断し、契約の相手方とした。

13,156,000 13,156,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、事業化に向けて検討中の自然再生事業といった政策目的の達成の
ために必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確
保、業務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うな
ど、競争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き
透明性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省

みなとカメラ整備検討業務
－
R2.10.30～R3.3.15
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所
長
池町　円
香川県高松市浜ノ町72-9

令和2年10月30日 公益社団法人日本港湾協会
東京都港区赤坂3-3-5

7010405000967

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
本業務は、国際幹線航路である備讃瀬戸航路において、開発保全航路の管理者として航路保全業
務の運用及び災害発生時の状況把握を含めた航路の管理を行うためにみなとカメラの設置位置、
通信方法、設備等について設計を行うものである。簡易公募型プロポーザル方式を採用し、提出さ
れた技術提案書を総合的に評価した結果、最も優れていると評価された者を契約の相手方として特
定したため、左記業者と随意契約を行うものである。
（簡易公募型プロポーザル）

11,286,862 11,005,500 97.5% - 公社 国認定 1

本業務は、備讃瀬戸航路において、航路の管理といった政策目的の達成のために
必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務
内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性
を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。また、企画競争における
提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が十分に図られており、問題はな
い。なお、本業務は令和2年度限りの事業である。

無

国土交通省

Ｒ１久慈川・那珂川改修・環境整備方針検討業務
常陸河川国道事務所管内
R2.4.16～R3.3.26
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局 常陸河川国道事務所長
原田 昌直
茨城県水戸市千波町1962-2

令和2年12月3日
設計共同体
公益財団法人リバーフロント研究所 他1社
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
 本業務を遂行するためには、高度な技術力や経験を必要とすることから、業務経験、知識、専門技
術力などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式（拡大型）により選定を行った。
　Ｒ１久慈川・那珂川改修・環境整備方針検討業務リバーフロント研究所・日本工営設計共同体は、
技術提案書において総合的に優れ提案を行ったものであり、当該業務を実施するのに適切と認めら
れたため、左記業者と随意契約を行うものである。

19,954,000 19,910,000 99.8% 公財 国認定 2

本業務は、河川改修や環境整備といった政策目的の達成のために必要な支出
であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確保、業務内容の明
確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うなど、競争性を高め
る取り組みを実施したことにより、複数者からの応札が実現していると考えら
れ、点検の結果問題はない。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

無

国土交通省
令和2年度　柿田川自然再生事業検討業務
R3.3.25～R4.2.28
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　沼津河川国道事務所長
長谷部 智久
静岡県沼津市下香貫外原3244-2

令和3年3月24日

設計共同体
公益財団法人リバーフロント研究所　他１
者
東京都中央区新川1-17-24

1010005018655

会計法第２９条の３第４項
　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
本本業務は、柿田川で実施した河道整備や自然再生等事業等に対して、モニタリングによる効果検
証を実施するとともに、その結果に応じた対応策の検討するものである。
　左記業者は企画提案書の提出があった唯一の者であり、企画提案書の内容、企業及び予定担当
者の業務実績について、総合的に評価を行った結果、求める業務内容等に合致し優れていることか
ら、左記相手方と契約を行うものである。

26,290,000 26,290,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、自然再生事業の環境調査、計画検討といった政策目的の達成のた
めに必要な支出であるが、参加条件等の見直し、十分な契約準備期間の確
保、業務内容の明確化、参入拡大を前提とした適切な業務内容の検討を行うな
ど、競争性を高める取り組みを実施しており、点検の結果問題はない。引き続き
透明性の向上に努めるなど一者応札の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が
十分に図られており、問題はない。

有

国土交通省

円山川水系河川管理施設監理検討業務
兵庫県豊岡市幸町地先他（豊岡河川国道事務所
管内）
R3.4.1～R4.3.15
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　豊岡河川国道事務所長
中川 圭正
兵庫県豊岡市幸町10-3

令和3年3月31日
設計共同体
公益財団法人河川財団　他１者
東京都中央区日本橋小伝馬町11-9

9010005000135

会計法第２９条の３第４項
　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や
河道の点検結果等の状態把握結果をもとに変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理
に与える影響について検討し、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を効率的・効果
的に実施するための修繕計画等の作成を行うものである。
　本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術力、経験、業務に臨む
体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポー
ザル方式により選定を行った。
　左記相手方は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、左記相手方と契約を行うものである。

39,446,000 39,446,000 100.0% - 公財 国認定 1

本業務は、河川の適切かつ適正な維持管理といった政策目的の達成のために必要
な支出であり、参加条件等の見直し、業務内容の更なる明確化の検討、参入拡大
を前提とした適切な業務内容の検討に取り組むなど、競争性を高める取り組みを実
施したが、一者応募となっているものである。今後は、十分な契約準備期間の確保
など業務内容の更なる明確化の検競争性を高める見直しを行うこととし、引き続き
一者応募の解消に取り組むものとする。
また、企画競争における提案書の審査等においても公平性・公正性の確保が十分
に図られており、問題はない。

無

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


